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９．職員の給与の状況 
 

（１）給与のしくみ 
地方公務員の給与は、地方公務員法により、一般家庭の生計費、国や他の地方公共

団体の職員の給与、民間企業従業員の給与、その他の事情を考慮して決めることにな

っています。 
職員の給与は、この趣旨に基づいて、国家公務員給与の人事院勧告や他の地方公共団

体の職員の給与などを考慮して、市議会の審議を経て条例で定められています。 

 

（２）職員給与の内容 

職員の給与は、給料及び職員手当からなり、その概要は次のとおりです。 

 
 

 
給 料 職務の種類及び内容に応じて給料表に定める額 

   

扶 養 手 当 扶養親族のある職員に支給 

  

   

 

毎月決まって 
支給されるもの 

地 域 手 当
民間賃金、物価等が高い地域に勤務する職員に支
給 

   

住 居 手 当
借家等に居住し家賃を支払っている職員、又は自
宅に居住し世帯主である職員に支給 

 

   

 通 勤 手 当 電車・バス・乗用車等により通勤する職員に支給 

  

給 

与  
 

管 理 職 手 当 管理又は監督の地位にある職員に支給 

   

時間外勤務手当 通常の勤務時間を超えて勤務したときに支給 

 

  

  

 

勤務の実績に応じて 
支給されるもの 

特 殊 勤 務 手 当
危険・不快・不健康・困難等の著しく特殊な勤務に
従事したときに支給 

   

そ の 他 夜間勤務手当・休日勤務手当等 

  

 

 

 

  

期末・勤勉手当 民間企業のボーナスに相当する手当 

 

臨時に 
支給されるもの     

 
退 職 手 当 職員が退職したときに支給する一時金 
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（３） 人件費の状況 
 

平成 20 年度普通会計（決算額）に占める人件費の状況 

       （単位：千円） 

住民基本 

台帳人口 
平成21年3月31日 

歳出額 A 実質収支 人件費 B 
人件費比率 

B/A 

平成 19 年度 

人件費比率 

155,031 人 41,873,750 833,236 9,963,069 23.8％ 24.6％ 

（注）人件費とは、職員に支給された給与、退職手当、共済組合事業主負担金、公務災害補償基

金負担金、特別職に支給された給与等の総額をいいます。 

普通会計とは、水道、下水道、介護保険事業等の独立採算制を原則とする会計以外の会計

をいいます。 

実質収支とは、歳入総額から歳出総額及び翌年度へ繰り越すべき財源を控除した額をいい

ます。 

 

 

（４） 職員給与費の状況 
 

平成 20 年度普通会計（決算）での給与費の状況 

      （単位：千円） 

給  与  費 職員数 

A 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

1 人当たり 

給与費 

B/A 

1,043 人 4,484,002 1,065,317 1,945,115 7,494,434 7,185 

（注）職員数は、一般行政職、消防職、技能労務職等の総数で、給与費とは、人件費のうち職員

に支給される給料と職員手当（退職手当を除く）をいいます。 

 

 

(５) ラスパイレス指数の状況 

野田市 柏 市 流山市 千葉県 
区 分 

 
地域手当 

補正後 

地域手当

補正後 
 

地域手当

補正後 

 地域手当 

補正後 

平成 19 年度 99.9 105.8 101.8 104.7 99.6 105.5 99.6 99.7 

平成 20 年度 100.2 104.1 101.1 103.0 99.4 104.2 100.6 99.8 

平成 21 年度 100.2 102.1 101.4 103.3 － － 100.9 100.2 

（注）ラスパイレス指数とは、地方公務員と国家公務員の給与水準を国家公務員の職員構成を基

準として、一般行政職における学歴別、経験年数別に給料総額を比較し、国家公務員の給与

水準を 100 とした場合の地方公務員の給与水準を示したものです。 

なお、「地域手当補正後」とは、平成 18 年度に国の給与構造改革において、給料表の引き

下げとともに、客観的な支給基準に基づく地域手当が導入されたことから、地域手当を加味し

た地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用

いて補正したラスパイレス指数です。 
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(６) 職員の平均給与月額、初任給等の状況（平成 21 年 4 月 1 日現在） 
 

①職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 

（単位：円） 

区     分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額 

（国ベース） 

一般行政職 44.7 歳 360,851 439,151 412,704 

技能労務職 50.2 歳 343,894 397,899 378,952 

 清掃職員 48.8 歳 353,538 418,931 396,270 

 用 務 員 55.3 歳 322,217 353,111 346,028 

 学校給食員 49.1 歳 345,900 400,458 396,708 

教 育 職 45.7 歳 368,920 427,094 419,572 

福 祉 職 47.5 歳 371,103 407,677 398,779 

野 

 

田 

 

市 

税 務 職 39.3 歳 304,792 384,707 341,989 

一般行政職 41.5 歳 325,521 ― 391,770 
国 

技能労務職 49.2 歳 285,548 ― 322,737 

一般行政職 46.2 歳 372,131 474,179 437,939 

技能労務職 51.3 歳 323,707 389,617 367,150 

 清掃職員 50.7 歳 347,748 434,183 399,470 

 用 務 員 54.7 歳 303,933 339,148 335,143 

柏 

市 

 学校給食員 52.3 歳 291,984 328,270 322,711 

一般行政職 46.6 歳 372,686 472,470 437,814 

技能労務職 48.6 歳 316,706 374,779 356,727 

 清掃職員 43.9 歳 318,158 422,026 371,188 

 用 務 員 57.7 歳 349,821 397,563 389,084 

流 

山 

市 

 学校給食員 50.5 歳 318,449 358,752 353,021 

（注）「平均給料月額」とは、平成 21 年 4 月 1 日現在における職員の基本給の平均で、「平

均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤

務手当などの諸手当の額を合計したものの平均です。また、「平均給与月額（国ベース）」

は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当や特殊勤務手当などの手当が含ま

れていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。 

技能労務職員の給料表は、一般行政職の職員の給料表の引下げに合わせて平成 18

年 4月 1日に平均 4.8％引下げました。今後も退職者不補充及び民間委託の推進に

より適正な職員配置を進めるとともに、民間と均衡の取れた給与等の見直しに努め

てまいります。 

 

技能労務職員の給与等の見直しに向けた取組方針はこちら 
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②職員の初任給の状況 

（単位：円） 

区     分 野田市 千葉県 国 

大学卒 178,600 178,800
Ⅰ種 181,200 

Ⅱ種 172,200 一 般 行 政 職 

高校卒 149,800 144,500 140,100 

高校卒 141,275 144,500
技 能 労 務 職 

中学卒 133,925        133,100

大学卒 178,600
教  育  職 

高校卒 149,800

大学卒 178,600
福  祉  職 

高校卒 149,800

大学卒 178,600
税  務  職 

高校卒 149,800   

（注）学校卒業後直ぐに採用された者の初任給です。（技能労務職の初任給は職種により異なるた

め、全ての職種の平均の値です。） 

 
③職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 

（単位：円） 

区     分 経験年数 10 年 経験年数 15 年 経験年数 20 年 

大学卒 262,914 310,863 351,100 
一般行政職 

高校卒 222,000 260,400 322,314 

高校卒 － 236,800 － 
技能労務職 

中学卒 － － － 

大学卒 － 307,600 － 
教 育 職 

高校卒 － － － 

大学卒 － － － 
福 祉 職 

高校卒 － － － 

大学卒 266,200 311,600 349,900 
税 務 職 

高校卒 － － － 

（注）表中「－」は該当者なし。 
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（７）一般行政職の級別職員数等の状況 
 

①一般行政職の級別職員数の状況（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

（単位：人・%） 

区  分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
1 年前の 

構 成 比 

5 年前の 

構 成 比 

１  級 主事補・技師補 6 1.0 0.8 1.7 

２  級 主事・技師 12 2.0 3.0 8.4 

３  級 主任主事・主任技師 304 51.4 51.9 48.2 

４  級 係長・主査 109 18.4 17.5 15.6 

５  級 課長補佐 64 10.8 9.6 10.7 

６  級 課長 54 9.1 9.6 9.2 

７  級 次長 29 4.9 5.3 3.7 

８  級 理事・局長・部長 13 2.2 2.3 2.5 

計 591 100.0 100.0 100.0 

（注）1 給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 
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（８）職員の手当の状況 
 

①期末手当・勤勉手当 （平成 20 年度） 

 

区     分 野田市 国 

1 人当たり 

平均支給額 
1,807 千円  

支給割合 
期末手当 3.00 月分

勤勉手当 1.50 月分

期末手当 3.00 月分 

勤勉手当 1.50 月分 

加算措置の状況 
職制上の段階、職務の級等 

による加算措置 

役職加算 5%～20%
役職加算  5%～20% 

管理職加算 10%～25% 

 
②退職手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

 

区     分 野田市 国 

（ 支 給 率 ） 

勤 続 2 0 年 

勤 続 2 5 年 

勤 続 3 5 年 

最 高 限 度 額 

自己都合 

23.50 月分 

33.50 月分 

47.50 月分 

59.28 月分 

勧奨・定年 

30.55 月分 

41.34 月分 

59.28 月分 

59.28 月分 

自己都合 

23.50 月分

33.50 月分

47.50 月分

59.28 月分

勧奨・定年 

30.55 月分 

41.34 月分 

59.28 月分 

59.28 月分 

その他の加算措置 
定年前早期退職特例措置 

2%～20％加算

定年前早期退職特例措置 

2%～20％加算 

1 人当たり 

平均支給額 

自己都合 

勧 奨 

定 年 

860 千円

28,521 千円

23,013 千円  

（注）退職手当の 1 人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給され

た平均額です。 

 
③地域手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

 

支給実績（平成 20 年度決算） 350,041 千円 

支給職員 1 人あたり平均支給年額（平成 20 年度決算） 310,045 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度 
               ※（注）2 参照 

野田市 市内全域 5％ 1,137 人 3％（3％） 

柏 市 〃 8％ － 6％（6％） 

流山市 〃 8％ － 3％（3％） 

千葉県 
（上記３団体地域） 

〃 7％ － 同上 

（注）1 平成 21 年 4月 1日に支給率を 5%に引き下げました。今後も国の地域指 

    定基準である 3%を目標に段階的な引下げに努めます。 

2 なお、国の支給率は、平成 22 年度での制度完成を目指して、平成 18 年 

 度から段階的に引き上げており、（ ）内の数値は、制度完成時におけ 

る支給率を表しています。 
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④特殊勤務手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

 

支給実績（平成 20 年度決算） 23,586 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（平成 20 年度決算） 68,564 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成 21 年度） 28.2% 

手当の種類（手当数） 15 
手当の名称 主な支給対象業務 主な支給対象職員 支給単価 

市税の賦課及び収税事務を本務として従事 
課税課、収税課に勤務

する職員 
月額 4,000 円

税務手当 
上記以外の職員で、臨時に市税の徴収事務

に従事 

左記の業務に従事した

職員 
日額 250 円

知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施

設等に勤務する職員のうち訓練指導に従事

（規則で定めるもの） 

あさひセンター、こぶし

園、あおい空に勤務し、

心身障害児・者の訓練

指導を本務とし、当該勤

務に従事した職員 

月額 4,000 円

福祉事務所に勤務する職員で査察指導に従

事 
査察指導員 月額 4,500 円

福祉事務所に勤務する職員で現業に従事 社会福祉主事 月額 4,000 円

社会福祉 

業務手当 

高齢者福祉課に勤務する職員のうちホームヘ

ルプサービスに従事（規則で定めるもの） 

高齢者福祉課に勤務す

るホームヘルパー 
月額 5,000 円

毒物、劇物等を使用し、検査、病害虫防除等

の作業に従事 

市民生活課、保健セン

ターに勤務し、左記の

業務に従事した職員 

日額 200 円

危険作業手当 

水防その他災害救助時における著しく危険な

作業に従事 

左記の業務に従事した

職員 
日額 450 円

清掃業務手当 ごみ、し尿の収集処理に従事 

清掃第一課、清掃第二課、ク

リーンセンターに勤務し、左記

の業務に従事した職員 

日額 500 円

土木補修手当 道路、水路、下水等の補修に従事 

補修事務所に勤務し、

左記の業務に従事した

職員 

日額 500 円

火葬手当 火葬業務に従事 
火葬業務に従事した職

員 
1 体 300 円

救助隊手当 救助隊員として従事 
左記の業務に従事した

常勤の消防職員 
月額 2,500 円

救急救命士手当 救急救命士の資格を有し救急業務に従事 
左記の業務に従事した

常勤の消防職員 
月額 5,000 円

死亡人 1 件 3,000 円行旅病人死亡人 

取扱手当 
行旅病人死亡人の処置業務に従事 

左記の業務に従事した

職員 病人 1 件 1,000 円

防疫手当 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律に定める感染症の発生を予

防し、又はそのまん延を防止するための処理

作業に従事 

左記の業務に従事した

職員 
1 件 300 円

用地取得 

交渉手当 
公用地の取得交渉事務に従事 

左記の業務に従事した

職員 
日額 250 円

救急出動手当 救急車の出動作業に従事 
左記の業務に従事した

常勤の消防職員 
1 件 200 円

災害出動手当 防火・水防作業に従事 
左記の業務に従事した

常勤の消防職員 
1 件 250 円

深夜特殊 

業務手当 

交替制勤務を正規の勤務とする消防職員が

深夜業務に従事 

左記の業務に従事した

常勤の消防職員 
1 夜 200 円

消防機関員 

勤務手当 

正規の機関員として消防自動車又は救急車

の運転に従事 

左記の業務に従事した

常勤の消防職員 
1 件 200 円
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⑤時間外勤務手当 

 

区 分 支給実績（千円） 
職 員 1 人 当 た り

平均支給年額（円） 

平成 19 年度決算 238,158 269,410

平成 20 年度決算 242,019 284,394

 

⑥その他の手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

 

平成 20 年度決算 
野田市 国 

手当名 

内容及び支給単価 

支給実績 

（千円） 
支給職員１人当たり

平均支給年額（円） 

扶養手当 

・配偶者   13,000 円 

・配偶者以外 

   1 人     6,500 円 

16 歳～22 歳までの子 

1 人     5,000 円 

加算 

同左 154,362 250,182 

住居手当 

・借家の場合 

（家賃 12,000 円を超え

る場合に限る） 

家賃の額に応じ 27,000

円を限度に支給 
 
・自宅の場合 

7,000 円 

・ 借家の場合 

     同左 

 

 

 
 
・自宅の場合 

  新築・購入後 5 年間

        2,500 円 

77,538 117,304 

通勤手当 

・交通機関利用の場合 

6 箇月定期券等の価

額による一括支給、1

月当たり 55,000 円ま

では全額支給 
 
・乗用車等使用の場合 

使用距離に応じて 

2,500 円～24,500 円

を支給 

・交通機関利用の場合 

 同左 

 

 

 
 
・乗用車等使用の場合 

使用距離に応じて

2,000 円～24,500 円

を支給 

69,352 70,194 

管理職 

手当 

・管理又は監督の地位

にある職員に支給 

給料月額の 9%～18% 

・管理又は監督の地位

にある職員に支給 

給料月額の 8%～25%

130,750 599,771 

休日勤務 

手当 

・祝日法による休日及び

年末年始の休日におけ

る正規の勤務時間中に

勤務した職員に支給 

同左 34,624 120,222 

夜間勤務 

手当 

・正規の勤務時間として

深夜（午後 10 時から翌

日の午前 5 時までの

間）に勤務した職員に

支給 

同左 12,576 87,944 
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⑦特別職の報酬等の状況等（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

 

区    分 給 料 月 額 等 

 野 田 市 柏 市 流 山 市 

給 料 市  長

副 市 長

972,000 円 

831,000 円 

955,000 円 

785,000 円 

930,000 円 

803,000 円 

地域手当  5％ 8％ 8％ 

報 酬 

議  長

副 議 長

議  員

547,000 円 

492,000 円 

450,000 円 

663,000 円 

593,000 円 

573,000 円 

550,000 円 

490,000 円 

460,000 円 

市  長

副 市 長

平成 20 年度支給割合

4.50 月分

平成 20 年度支給割合 

4.40 月分

平成 20 年度支給割合 

4.45 月分

期末手当 議  長

副 議 長

議  員

平成 20 年度支給割合

4.50 月分

平成 20 年度支給割合 

4.40 月分

平成 20 年度支給割合 

4.45 月分

退職手当 

( 野 田 市 ) 

市  長

副 市 長

算定方式   972 千円×在職月数×0.45 支給時期  在任期間ごと 

   831 千円×在職月数×0.25    在任期間ごと 

 

 

（９）水道企業職員の状況 
水道企業職員の給与は、地方公営企業法第 38 条第 4 項の規定に基づき、野田市企業職

員の給与の種類及び基準に関する条例、規程により定めており、特殊勤務手当を除き、市長

事務部局職員に準じております。 

 
①職員給与費の状況 

ア．平成 20 年度決算                   （単位：千円・%） 

総費用 A 
純損益又は 

実質収支 
職員給与費 B

総 費 用 に 占 め る

職 員 給 与 費 比 率

B/A 

平 成 1 9 年 度 

職 員 給 与 費 比 率 

2,987,422 490,799 351,736 11.8 9.1 

 
イ．平成 20 年度決算                 （単位：人・千円） 

給  与  費 職員数 

A 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

1 人当たり 

給与費 

B/A 

29 133,372 25,065 58,563 217,000 7,483 

（注） 職員手当は退職給与金を含みません。 

 

②職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

（単位：円） 

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

47.6 歳 366,897 431,824

（注）「平均給料月額」とは、職員の基本給の平均で、「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養

手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものの平均です。 
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③職員の手当の状況 

ア．期末手当・勤勉手当（平成 20 年度） 

 

1 人当たり 

平均支給額 
1,952 千円

支給割合 
期末手当 3.00 月分

勤勉手当 1.50 月分

加算措置の状況 
職制上の段階、職務の級等 

による加算措置 

役職加算 5%～20%

 
イ．退職手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

 

（ 支 給 率 ） 

勤 続 2 0 年 

勤 続 2 5 年 

勤 続 3 5 年 

最 高 限 度 額 

自己都合 

23.50 月分 

33.50 月分 

47.50 月分 

59.28 月分 

勧奨・定年 

30.55 月分 

41.34 月分 

59.28 月分 

59.28 月分 

その他の加算措置 
定年前早期退職特例措置 

2%～20％加算

1 人当たり 

平均支給額 

自己都合 

勧 奨 

定 年 

613 千円 

12,991 千円 

7,980 千円 

（注）退職手当の 1 人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。 

 
ウ．地域手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

 

支給実績（平成 20 年度決算） 9,928 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（平成 20 年度決算） 342,361 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数

市内全域 5% 29 人 

 

エ．特殊勤務手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

 

支給実績（平成 20 年度決算） 6 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（平成 20 年度決算） 353 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成 21 年度） 59% 

手当の種類（手当数） 2 

手当の名称 主な支給対象業務 主な支給対象職員 支給単価 

緊急事故 

処理手当 
勤務時間外に出動した場合 

給水・工務係職員 

                     12 人 
1 回 250 円

河川取水口の土砂除去作業 日額 300 円

沈砂池内の清掃作業 日額 250 円
危険作業手当 

 

アクセレーターの清掃作業 

浄水係職員    5 人 

日額 250 円
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オ．時間外勤務手当 

 

区 分 支給実績（千円） 
職 員 １ 人 当 た り

平均支給年額（円） 

平成 19 年度決算 2,974 118,976

平成 20 年度決算 2,462 102,576

 

カ．その他の手当（平成 21 年 4 月 1 日現在） 

 

（平成 20 年度決算） 

手当名 
内容及び 

支給単価 
支給実績 

（千円） 

支給職員１人当た

り平均支給年額

（円） 

扶養手当 

・配偶者   13,000 円 

・配偶者以外 

   1 人     6,500 円 

16 歳～22 歳までの子 

1 人     5,000 円 

加算 

5,414 246,068

住居手当 

・借家の場合 

（家賃 12,000 円を超え

る場合に限る） 

家賃の額に応じ 27,000

円を限度に支給 
 
・自宅の場合 

7,000 円 

1,786 89,300

通勤手当 

・交通機関利用の場合 

6 箇月定期券等の価

額 による一括支給、

1 月当たり 55,000 円

までは全額支給 
 
・乗用車等使用の場合 

使用距離に応じて 

2,500 円～24,500 円

を支給 

2,407 100,285

管理職 

手当 

・管理又は監督の地位

にある職員に支給 

給料月額の 9%～18% 

3,063 612,558

休日勤務 

手当 

・祝日法による休日及び

年末年始の休日におけ

る正規の勤務時間中に

勤務した職員に支給 

16 8,132

夜間勤務 

手当 

・正規の勤務時間として

深夜（午後 10 時から翌

日の午前 5 時までの

間）に勤務した職員に

支給 

626 52,136

 

 

 


